
海上自衛隊訓令第６号

自衛隊法施行令（昭和２９年政令第１７９号）第３２条の規定に基づき、移動通

信隊の編制に関する訓令を次のように定める。

昭和４３年３月１４日

防衛庁長官 増 田 甲子七

移動通信隊の編制に関する訓令
（任務）

第１条 移動通信隊は、移動通信網の構成及びその運用に関する業務を行うことを

任務とする。

（編制）

第２条 移動通信隊は、移動通信隊本部、搬送通信隊及び衛星通信隊をもつて編成

する。

（司令）

第３条 移動通信隊の長は、移動通信隊司令（以下「司令」という。）とする。

２ 司令は、２等海佐をもつて充てる。

３ 司令は、システム通信隊群司令の指揮監督を受け、移動通信隊の隊務を統括す

る。

（移動通信隊本部）

第４条 移動通信隊本部においては、司令の行う移動通信隊の隊務の統括に必要な

事務をつかさどる。

（搬送通信隊）

第５条 搬送通信隊の長は、搬送通信隊長とする。

２ 搬送通信隊長は、司令の命を受け、移動搬送通信装置による通信回線の構成及

びその運用に関する業務を行う。

（衛星通信隊）

第６条 衛星通信隊の長は、衛星通信隊長とする。

２ 衛星通信隊長は、司令の命を受け、移動衛星通信装置による通信回線の構成及

びその運用に関する業務を行う。

（分隊）

第７条 司令は、移動通信隊の隊員をもつて、規律の維持、隊員の身上取扱い等の

ため、分隊１以上を編成することができる。

（委任規定）

第８条 この訓令に定めるもののほか、移動通信隊の内部組織に関し必要な事項は、

海上幕僚長が定める。



附 則

この訓令は、昭和４３年３月１６日から施行する。

附 則（平成１４年３月２０日海上自衛隊訓令第２４号）

この訓令は、平成１４年３月２２日から施行する。


